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５ 各機能における関係機関との連携について 

 

⑴ 機能全体の連携について 

【機能連携イメージ図】 

 

 

  

※1 災害ボランティアセンターは災害時に設置 

※2 小金井市生活困窮者自立支援事業（自立相談サポートセンター） 

※3 福祉サービス総合支援事業（小金井市権利擁護センターふくしネットこがねい） 

※4 障害者就労支援事業（障害者就労支援センター） 

※5 小金井市福祉サービス苦情調整委員（福祉オンブズマン） 

※  このイメージ図は、部屋の配置、大きさ等を定めたものではありません。 

※10/24 配布資料を修正 
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⑵ 福祉総合相談窓口 

【相談イメージ】 

・本人からの相談だけでなく、ご近所や民生委員の方などからの「どうしたらよいかわ

からない」との相談の対応 

・市役所に行きづらいので気軽に相談できる場所がほしい 

・必要な機関へ確実につなぐ 

・複数の相談窓口で同じことを何度も繰り返して伝えることが精神的、肉体的に負担が

大きい 

・課題が複雑化・深刻化する前に解決を図る 

・相談者のニーズに応じた的確な相談ができる専門的な相談にも応じることができる 

・問題・課題を整理・見える化し、相談者の主訴を順位つけたうえで支援先につなぐ。

必要な情報（関係機関や専門相談等紹介）を提供する 

・庁舎の窓口に相談しても、市役所には制度的に存在しない場合でも解決の道筋となる

よう、お話を伺う 

 

【福祉総合相談窓口における相談事例】 
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     【関係機関との連携イメージ】 

福祉総合相談窓口は、新福祉会館内の機能や新庁舎内の機能、外部機関へ相談者を適

切につなぐ役割を担います。新福祉会館、新庁舎、関係機関への相談の流れを以下に示

します。 
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⑶ 保健衛生、子育ち・子育て支援 

  新福祉会館内に導入予定の保健センター、子ども家庭支援センター、ファミリー・サ

ポート・センターと、外部関係機関との連携図を以下に示します。 

 

【保健衛生における関係機関との連携イメージ】 

 

 

  



23 

⑷ 福祉サービスの利用促進 

   自立相談サポートセンター、小金井市権利擁護センター、障害者就労支援センター、

福祉オンブズマンと、外部関係機関との連携図を以下に示します。 

 

【福祉サービスの利用促進における関係機関との連携イメージ】 

 

  


